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１ 推進方策の趣旨及び基本目標と方針             
 
（１）趣旨 

 恵庭市防犯と交通安全の推進による安全で安心なまちづくり条例（平成 21 年 12 月施

行）は、恵庭市民すべての願いである、犯罪や交通事故のない安全で安心な地域社会を

実現するため、市民、地域活動団体、事業者等及び市が協働して、たゆまぬ努力を傾け

ることを決意し、市民の総意として制定したものです。 

 条例の理念を実現するためには、市や地域活動団体、事業者等が単独あるいは協働し

て取り組んでいる活動を体系的に整理し、取組みや推進項目等を定め総合的に施策を推

進する必要があります。 

 このため、市では条例第８条の規定に基づき、恵庭市安全で安心なまちづくり実行委

員会の構成員の皆様からご意見を聴き、毎年度、推進方策を策定しています。 

 

（２）基本目標 

 市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現をめざし、次のとおり基本

目標を定めています。 

 

 

 

 

 

（３）重点目標 

 基本目標を達成するため、重点目標を次のように設定しています。 

 

 

 

 

 

（４）基本方針 

 この基本目標・重点目標を達成するため、基本方針を次のとおり設定し、計画の推進

にあたります。 

 

 

 

 

 

○地域における安全意識の高揚 

○自主的な地域活動の促進 

○生活環境の整備 

○犯罪発生件数、人身事故件数を減少 
 
○特殊詐欺被害、交通死亡事故ゼロ 

～犯罪、消費者被害及び交通事故の抑止～ 

 

犯罪と交通事故のない安全に安心して暮らせる恵庭市 
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２ 犯罪及び交通事故等の現状と課題             
 
（１）犯罪件数 

 犯罪発生件数について、全道では令和４年から４年連続で増加しており、特に、窃盗

犯や知能犯、風俗犯の件数が増加しております。 

恵庭市でも２年連続で刑法犯罪の総数は増加しており、特に窃盗犯の件数が大きく増

加しております。窃盗犯の大半を自転車盗が占めており、発生場所も駅周辺での発生が

多く無施錠の自転車が狙われていることから防犯登録と２つの鍵（ツーロック）等の盗

難被害防止対策が必要です。 
また、重要犯罪も増加傾向にあり、安全で安心なまちづくりを実現するためにも状況

に応じた犯罪抑止対策の継続と犯罪被害者等に対する支援や関係団体との連携・協力が

必要です。 

 

恵庭市の犯罪発生認知件数                     資料：北海道警察 

 刑法犯罪

総 数 

刑法犯罪内訳 重  要 

犯  罪 

重  要 

窃盗犯 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 

令和３年 288 1 40 190 11 6 40 6 7 

令和４年 305 1 32 226 14 5 27 3 25 

令和５年 253 4 27 194 6 1 21 5 21 

令和６年 306 4 24 235 9 7 27 9 19 

令和７年 382 3 28 282 8 7 54 8 21 

※ 重要犯罪～殺人、強盗、放火、*不同意性交等、略取誘拐、人身売買、*不同意わいせつ 

*令和 5 年 7 月 13 日 刑法の一部が改正されたことに伴い、罪名「強制性交等」を「不

同意性交等」、「強制わいせつ」を「不同意わいせつ」に変更している。 

※ 重要窃盗犯～侵入盗、自動車盗、ひったくり、すり 

※ 犯罪発生認知件数は警察で被害届を受理された件数であり、犯罪被害の相談なども含め

ると数値以上の件数となります。 

 

 

（２）不審者情報件数 

不審者情報件数について、これまで横ばいで推移しておりましたが、令和５年度から

増加傾向に転じており、特に不自然な挙動をする者に係る不審者の発生件数が大きく増

加しております。 
発生場所については駅周辺での発生が多く、子どもや女性等の被害を未然に防止し重

大事件に発展しないよう、今後も警察によるパトロール活動と合わせ、関係機関や各地

区防犯協会による駅・学校周辺など不審者発生多発地区での継続的な巡回が必要です。 

また、緊急避難場所としての「こどもセーフティハウス」の協力依頼や周知、交通安

全指導員や町内会、保護者並びに教職員が連携を強め、登下校時を重点とした見守り活

動の強化や、防犯カメラ等の設置による犯罪抑止や証拠収集、安心感の向上により犯罪

リスクの低減に向けた取組も必要です。 
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恵庭市における不審者・変質者との遭遇状況          資料：恵庭市教育委員会 

※ 数値は恵庭市教育委員会に報告のあった件数のみを記載 

 

（３）特殊詐欺被害件数 

特殊詐欺被害について、全道では前年と比較し件数および被害総額は増加しており、

SNS 型投資詐欺・ロマンス詐欺被害についてもともに著しく増加しております。 

恵庭市では令和５年に２００万円を騙し取られる詐欺被害が発生し、令和７年にはオ

レオレ詐欺、その他（預貯金詐欺）の２件合わせて８０７万円を騙し取られる詐欺被害

が発生しております。 

社会情勢の変化等に応じて犯行手口の巧妙化・多様化が進んでいることから、一人一

人が被害に遭わないための知識を身に付けるため、金融機関等と連携したセミナーの開

催や消費者被害防止ネットワークを活用した情報発信よる注意喚起のほか、特殊詐欺防

止対策機器等の設置など自主的な防犯活動を補完する取組も必要です。 

 

   特殊詐欺発生状況                 資料：千歳警察署 

 
オレオレ 
詐欺 

架空請求
詐欺 

融資保証 
詐欺 

還付金等 
詐欺 

ギャンブル 
詐欺 

その他 合計 
被害総額
(円) 

令和３年 1 1 0 1 0 0 3 15,440,000 

令和４年 0 0 0 0 0 0 0 0 

令和５年 0 0 0 0 0 1 1 2,000,000 

令和６年 0 1 0 0 0 1 2 3,030,000 

令和７年 1 0 0 0 0 1 2 8,070,000 

 

（４）消費生活相談件数 

消費生活相談件数について、恵庭市では前年度と比較し相談件数は増加しており、特

に契約・金銭トラブルや通信販売等の相談の割合が大きく増加しております。 

性別による相談件数では男性より女性が多く、年代別による相談件数では４０代から

７０代の相談が全体の７割を占めております。また、令和４年の民法改正により成人年

齢が１８歳に引き下げられたことに伴い１０代からの相談も増加しております。 
これまでも消費者被害防止ネットワークを活用した情報発信や出前講座、パネル展な

どの啓発活動を実施しておりますが、引き続き、関係機関や団体等と情報共有を行う共

に、正しい情報と知識の普及・啓発、被害が発生した際の被害拡大防止など対策が必要

です。 

 声かけ 追 尾 写真撮影 わいせつ 痴 漢 その他 合 計 

令和３年度 5 4 2 3 1 1 15 

令和４年度 7 1 1 1 0 2 12 

令和５年度 13 2 2 0 0 1 18 

令和６年度 18 5 0 0 0 10 33 

令和７年度 17 10 4 0 0 9 40 
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消費生活相談件数の内訳（令和６年度・令和７年度）     資料：恵庭消費者協会 

 
 

（５）交通事故発生件数 

恵庭市の交通事故の発生件数については前年と比較して発生件数および負傷者数が

減少しております。死亡者数については、令和６年１月に発生した交通死亡事故により

１名の方が亡くなられて以降、交通死亡事故は発生しておらず、交通死亡事故ゼロ日数

を継続しております。 
高齢者や自転車利用者の事故は、交通死亡事故に直結しやすい傾向にあることから、

事故抑止に向けた取組が必要となります。令和５年４月１日より改正道路交通法が施行

され、自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となり、令和８年４月からは自転車に

も交通反則通告制度（青切符）が導入され、自転車乗車時にヘルメットを着用する者も

増加しておりますが、依然として着用率は低調となっております。 
引き続き、関係機関・団体と連携し、交通安全運動をはじめ各種広報啓発や体験型の

交通安全教室の実施のほか、自転車乗車時のヘルメット着用向上に向けた実行性のある

取組が必要です。 
 

恵庭市における交通事故（人身事故）発生状況       資料：千歳警察署 

 発生件数 死亡者数 負傷者数 

令和３年 １０１ ０ １２２ 

令和４年 ９８ １ １０８ 

令和５年 ７７ １ ９１ 

令和６年 ９７ １ １１２ 

令和７年 ８７ ０ ９２ 

 

 

恵庭市の高齢化率…２９．０９％（Ｒ８.３月末現在） 

＊高齢化率とは「６５歳以上人口が総人口に占める割合」              
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３ それぞれ役割             
 

 「安全で安心なまちづくり」を進めるためには、市民、地域活動団体、事業者等及び

市が、それぞれの役割を明らかにし、責任を持って取り組むことが必要です。 
 

（１）市民の役割 

市民は、「安全で安心なまちづくり」について理解を深め、日常生活における安全の

確保に積極的に努めるとともに、防犯や交通安全等の知識や技術について関心をもち、

自ら規範意識を高め、「安全で安心なまちづくり」を推進するよう努めます。そして、

地域コミュニティや地域活動に積極的に参加し、市が実施する施策についても協力する

よう努めます。また、交通法規を守り、自動車及び自転車等（以下「車両」という。）

を運転するときは、歩行者及び他の車両の通行に注意して安全運転に努めるとともに、

徒歩により道路を通行するときは、交通事故を発生させないよう努めます。 

 

（２）地域活動団体の役割 

地域活動団体は、地域の安全に関する自主的な活動に積極的に取り組み、防犯や交通

安全等の知識や技術について地域住民の関心が高まるよう、地域活動に対する市民の理

解の促進に努めます。また、市及び関係行政機関と連携して、安全で安心なまちづくり

を推進するよう努め、市が実施する施策に参加及び協力するよう努めます。 

 

（３）事業者等の役割 

事業者等は、「安全で安心なまちづくり」について理解を深め、事業活動においては

地域社会の一員として安全の確保に努めます。そして、従業員等の安全の確保のため、

従業員等に対し防犯や交通安全等の知識や技術を習得させるよう努めます。併せて、「安

全で安心なまちづくり」を推進するよう努めるとともに、市が実施する施策に参加及び

協力するよう努めます。また、車両の点検及び整備を実施するとともに、交通法規の遵

守を徹底し、安全運転の確保に努めます。 

 

 

（４）市の役割 

市は、「安全で安心なまちづくり」の推進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、

実施することにより、市民等と協働して「安全で安心なまちづくり」を推進します。そ

のため、関係行政機関や地域活動団体との連携を強化し、地域の実情に合った防犯・交

通安全活動の充実や情報提供、市民等が行う自主的な活動を促進するために必要な支援

を行います。 
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４ 計画の基本施策             
 
（１）推進体制の整備（条例第８条関係） 

 市は、安全で安心なまちづくりを総合的かつ効果的に推進するため、必要な事項につ

いて協議するための会議を設置するなど、市民等及び関係行政機関と協働して必要な体

制を整備します。また、安全で安心なまちづくりを推進するにあたっては、推進計画を

策定し、市民等及び関係行政機関と協働して実施します。 
 
《主な取組》●実行委員会の開催 

 

（２）情報の収集及び提供（条例第９条関係） 

市は、安全で安心なまちづくりを適切かつ効果的に推進できるよう必要な情報を収集し、

その情報を広報誌、ホームページ、アプリ、ＳＮＳ等により提供するなど、市民等への

広報活動を実施します。また、緊急を要する情報については、速やかに市民等に周知で

きるよう、関係行政機関と連携して取り組みます。また、地域活動団体や市は、関係行

政機関と連携した啓発活動を実施します。 

 

《主な取組》●情報収集及び提供 
●啓発イベントの開催 

 

（３）児童等の安全確保（条例第１０条関係） 

市は、学校等及び市民等と協働して通学路及び公園等の施設における児童等の安全の

確保に努めるとともに、必要に応じ関係行政機関と連携を図り、児童等の安全の確保に

努めます。 

 

《主な取組》●関係機関への情報提供 

●登下校時、通学路の安全確保 

●自転車安全利用 

 

（４）高齢者、障がい者及び外国人の安全の確保（条例第１１条関係） 

市は、市民等と協働して、高齢者、障がい者及び外国人が犯罪及び交通事故に遭わな

いよう、安全の確保に努めます。 

 

《主な取組》●高齢者に対する安全確保 

●障がい者に対する安全確保 

●外国人に対する安全確保 

       

 

 



8 

（５）消費者被害の防止（条例第１２条関係） 

市は、地域活動団体及び関係行政機関と連携して、市民が消費者被害に遭わないよう、

必要な啓発活動を実施するとともに、相談体制の充実に努めます。 

 

《主な取組》●特殊詐欺等の防止対策 

●消費者被害防止対策 

 

 

（６）犯罪被害者等への支援（条例第１３条関係） 

市は、関係行政機関（千歳警察署など）及び犯罪被害者等を支援する団体と連携して、

犯罪被害者等からの相談に応じるとともに、情報の提供など必要な支援に努めます。 

 

《主な取組》●相談体制の整備 

      ●犯罪被害者等基本法に基づく施策の検討 

 

 

（７）生活環境の整備（条例第１４条関係） 

市は、犯罪を防止するため、防犯施設の整備に努めます。また、交通事故を防止する

ため、交通安全施設の整備に努めます。 

 

《主な取組》●防犯灯・街路灯 

●防犯カメラ 

●交通信号機等 

●えにわサイクルパーク 

 

（８）安全教育の充実（条例第１５条関係） 

市は、市民等と協働して、市民が正しい規範意識を持ち、安全な行動を実践し、犯罪

及び交通事故に遭わないよう、安全教育の充実に努めます。 

 

《主な取組》●防犯教室 

      ●出前講座、講演会等 

●交通安全教室等 

 

（９）その他 

市は、安全で安心なまちづくりに関する施策の基本となる事項のほか、安全で安心な

まちづくりを総合的かつ効果的に推進するための施策の推進に努めます。 

 

《主な取組》●寄附の呼びかけ 
●交通安全資機材等の貸出 

 



9 

❒ 資  料                      
 

恵庭市防犯と交通安全の推進による安全で安心なまちづくり条例 
（目的） 

第１条 この条例は、防犯及び交通安全の推進による安全で安心なまちづくり（以下「安

全で安心なまちづくり」という。）に関し基本理念を定め、市民、地域活動団体、事業者

等及び市の役割を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりに関する施策の基本

となる事項を定めることにより、地域における安全意識の高揚、自主的な活動の促進及

び生活環境の整備を図り、もって市民が安全で安心して暮らし、又は滞在することがで

きる地域社会を実現することを目的とする。 
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 
 (1) 市民 市内に居住する者及び勤務又は通学する者若しくは滞在する者をいう。 
 (2) 地域活動団体 市内において自主的に防犯及び交通安全活動を行う市民団体並びに

町内会及び自治会をいう。 
 (3) 事業者等 市内において事業活動を行う者及び市内に土地、建築物その他工作物を所

有し、又は管理する者をいう。 
 (4) 市民等 市民、地域活動団体及び事業者等をいう。 

(5) 関係行政機関 恵庭市を管轄する警察署及びその他の行政機関をいう。 
 (6) 学校等 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学及び専門学校をい

う。 
(7) 児童等 学校等に通学又は通園する児童、生徒、学生及び幼児をいう。 

 (8) 犯罪被害者等 犯罪及び交通事故により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 
（基本理念） 

第３条 安全で安心なまちづくりは、地域の安全は地域で守るという意識のもと、犯罪及

び交通事故を未然に防ぎ、安全で安心して暮らすことができる地域社会を築くために、

市民等及び市がそれぞれの役割を果たしながら協働して、一体となって推進されなけれ

ばならない。 
（市民の役割） 

第４条 市民は、安全で安心なまちづくりについて理解を深め、日常生活における安全の

確保に積極的に努めるとともに、自ら規範意識を高め、安全で安心なまちづくりを推進

するよう努めるものとする。 
２ 市民は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に参加及び協力するよう

努めるものとする。 
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３ 市民は、自動車及び自転車等（以下「車両」という。）を運転するときは、交通法規を

守り、歩行者及び他の車両の通行に注意して安全運転に努めるものとする。 
４ 市民は、徒歩により道路を通行するときは、交通法規を守り、交通事故を発生させな

いよう努めるものとする。 
（地域活動団体の役割） 

第５条 地域活動団体は、地域の安全に関する事業に積極的に取り組むとともに、市及び

関係行政機関と連携して、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。 
２ 地域活動団体は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に参加及び協力

するよう努めるものとする。 
（事業者等の役割） 

第６条 事業者等は、安全で安心なまちづくりについて理解を深め、事業活動においては

地域社会の一員として安全の確保に努めるとともに、安全で安心なまちづくりを推進す

るよう努めるものとする。 
２ 事業者等は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に参加及び協力する

よう努めるものとする。 
３ 事業者等は、車両の点検及び整備を実施するとともに、交通法規の遵守を徹底し、安

全運転の確保に努めるものとする。 
（市の役割） 

第７条 市は、安全で安心なまちづくりの推進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、

実施することにより、市民等と協働して安全で安心なまちづくりを推進するものとする。 
２ 市は、前項の施策を実施するに当たっては、関係行政機関と緊密な連携を図るものと

する。 
３ 市は、市民等が行う自主的な活動を促進するために必要な支援を行うものとする。 

（推進体制の整備） 
第８条 市は、安全で安心なまちづくりを総合的かつ効果的に推進するため、必要な事項

について協議するための会議を設置するなど、市民等及び関係行政機関と協働して必要

な体制を整備するものとする。 
２ 市は、安全で安心なまちづくりを推進するにあたっては、推進計画を策定し、市民等

及び関係行政機関と協働して実施するものとする。 
（情報の収集及び提供） 

第９条 市は、安全で安心なまちづくりを適切かつ効果的に推進できるよう必要な情報を

収集し、その情報を広報誌及びホームページその他これらに類するものにより提供する

など、市民等への広報活動及び啓発活動を実施するものとする。 
２ 市は、前項の情報のうち緊急を要する情報については、速やかに市民等に周知できる

よう、関係行政機関と連携して取り組むものとする。 
 



11 

（児童等の安全の確保） 
第１０条 市は、学校等及び市民等と協働して、通学路及び公園その他これらに類する施

設における児童等の安全の確保に努めるものとする。 
２ 市は、必要に応じ関係行政機関と連携を図り、児童等の安全の確保に努めるものとす

る。 
（高齢者及び障害者の安全の確保） 

第１１条 市は、市民等と協働して、高齢者及び障害者が犯罪及び交通事故に遭わないよ

う、安全の確保に努めるものとする。 
 （消費者被害の防止） 
第１２条 市は、地域活動団体及び関係行政機関と連携して、市民が消費者被害に遭わな

いよう、必要な啓発活動を実施するとともに、相談体制の充実に努めるものとする。 
（犯罪被害者等への支援） 

第１３条 市は、関係行政機関及び犯罪被害者等を支援する団体と連携して、犯罪被害者

等からの相談に応じるとともに、情報の提供その他必要な支援に努めるものとする。 
（生活環境の整備） 

第１４条 市は、犯罪を防止するため、防犯施設の整備に努めるものとする。 
２ 市は、交通事故を防止するため、交通安全施設の整備に努めるものとする。 

（安全教育の充実） 
第１５条 市は、市民等と協働して、市民が正しい規範意識を持ち、安全な行動を実践し、

犯罪及び交通事故に遭わないよう、安全教育の充実に努めるものとする。 
（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
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恵庭市安全で安心なまちづくり実行委員会設置要綱 
（設置） 

第１条 恵庭市防犯と交通安全の推進による安全で安心なまちづくり条例（平成２１年条

例第２７号）第８条第１項の規定に基づき、安全で安心なまちづくりを総合的かつ効果

的に推進するため、恵庭市安全で安心なまちづくり実行委員会（以下「実行委員会」と

いう。）を設置する。 
（所掌事項） 

第２条 実行委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 
 (1) 安全で安心なまちづくりの推進に関すること。 
 (2) 推進計画に関すること。 
 (3) その他目的を達成するために必要な事項 

（委員及び構成） 
第３条 実行委員会は、次に掲げる者の中から委員を選出し構成する。 
 (1) 関係行政機関に所属する者 
 (2) 防犯及び交通安全に関する団体に所属する者 
 (3) 地域に関する団体に所属する者 

(4) 事業所に関する団体に所属する者 
(5) 学校教育に関する団体に所属する者 

 (6) 公募に応じた者 
２ 委員は、市長が委嘱する。 

（会長及び副会長） 
第４条 実行委員会に会長及び副会長を置く。 
２ 会長は市長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。 
３ 会長は、会務を総理する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

（任期） 
第５条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

（会議） 
第６条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 
２ 会長が必要あると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴

くことができる。 
（報酬等） 

第７条 委員には、報酬及び旅費等を支給しない。 
（庶務） 

第８条 実行委員会の庶務は、生活環境部生活環境課において行う。 
（補則） 
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第９条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 
   附 則 
 この要綱は、平成２２年１２月２７日から実施する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２４年４月１日から実施する。 

  附 則 
この要綱は、平成３０年９月２８日から実施する。 
  附 則 
この要綱は、平成３１年４月１日から実施する。 
  附 則 
この要綱は、令和６年３月１３日から実施し、令和４年４月１日から適用する。 
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